
   令和６年度 第３回 岡崎市国民健康保険運営協議会議事録 

 

１ 日 時 令和７年２月６日(木) 13 時 30 分～14 時 50 分 

 

２ 場 所 岡崎市役所福祉会館２階 201 号室 

 

３ 出席者 

 ⑴ 委員 

  ア 被保険者代表 

    塩澤昭治 加藤智子 高橋京子 牧野由紀子 川喜田美栄子 

  イ 保険医・薬剤師代表 

    金子義久 織田盛久 高村俊史 鶴田啓 

  ウ 公益代表 

    中根善明 神谷茂樹 佐藤哲朗 野島さつき 鈴木静男 

  エ 被用者保険等保険者代表 

    永井立美 名波直治 

  

    ※ 定員の過半数以上出席のため、会議成立 

 

 ⑵ 理事者及び事務局 

   福祉部長     阿部田洋 

国保年金課長   青山潤子 

   国保年金課副課長 鈴木幸宏 

 主任主査     渡部幸子 鈴木理香 山田昌永 

          鈴木勝道 荒木宏治 

   主査       三浦理絵   

 

４ 会議傍聴者 

  ２名 

 

５ 議事内容 

（事務局） 

 本日は、お忙しい中 御出席を賜わり、誠にありがとうございます。 

 時間がまいりましたので、ただ今から会議を始めさせていただきます。なお、

本協議会につきましては公開扱いとなっております。傍聴申出を２名からいた

だいておりますので、入室していただいております。 



始めに、福祉部長の阿部田より御挨拶を申しあげます。 

 

（部長） 

皆様こんにちは。福祉部長の阿部田でございます。 

本日は、お忙しい中、国民健康保険運営協議会に御出席を賜りまして誠にあ

りがとうございます。 

皆様方におかれましては、日頃から、本市の福祉行政に対しまして、格別の

御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和７年度厚生労働省の予算編成では、団塊の世代の後期高齢者への移行と

被用者保険の適用拡大実施などによる国保被保険者数の減少を見込む一方で、

一人当たり医療費については自然増が見込まれるなど、国民健康保険事業を取

り巻く環境はますます厳しさを増している状況です。 

このような状況を踏まえ策定いたしました令和７年度国民健康保険事業特

別会計予算概要や、国保財政安定の要となる収納率向上に向けた取組指針であ

る第７次岡崎市国民健康保険料収納対策・緊急プランにつきまして、本日の議

題といたしました。 

委員の皆様から多くのご助言を賜りますようお願い申し上げまして、簡単で

はございますが私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

また、席上に配布させていただきましたチラシでございますが、代表的な名

称である岡崎城公園の桜のほとんどが寿命の時期を過ぎており、このままでは

枯渇してしまう恐れがあることから桜花咲（おかざき）さくら・はな・さくと

いうことで岡崎プロジェクトと銘打ち、桜並木の再生・更新に取り組んでまい

ります。２月号の市政だよりでも特集記事を掲載しております。プロジェクト

を実現するため、クラウドファンディングを実施しています。そのＰＲのため

今回配布させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

 岡崎市国民健康保険運営協議会規程第４条により、「会議の議長は、会長をも

ってあてる」となっておりますので、議長を鈴木会長にお願いいたします。 

  

（議長） 

 それでは、ただいまから議長を務めさせていただきますので、よろしく御協

力をお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の会議に欠席の連絡がありました委員の報告をい

たします。欠席の委員は、小出委員です。岡崎市国民健康保険規則第３条第１

項による定足数に達していますので、会議は成立します。 

では、ただいまから「令和６年度 第３回岡崎市国民健康保険運営協議会」を

開催いたします。本会議の議事録署名者の選出でございますが、前例により私



から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 （委員） 

  異議なし。 

 

 （議長） 

  御異議ないようですので、議事録署名者は佐藤委員と牧野委員にお願いいた

します。 

それでは、議題１の令和７年度国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算

概要について（報告）」を、事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

 それでは、議題１令和７年度国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算概

要についてのご説明をいたしますので、資料１ページをお願いします。 

 まず、表の一番下「国民健康保険の状況等」について説明いたします。 

 令和７年度は制度改正としまして、１点目及び２点目に挙げさせていただい

ておりますが、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ、軽減判定の基準拡大

が予定されています。後程議題２にて説明させていただきます。 

 ３点目、国民健康保険の加入者ですが、65 歳以上の割合が大きく、被保険者

の高齢化は継続しております。 

 ４点目、令和７年度の納付金算定から年齢調整後の医療費指数反映係数がα

＝1 からα＝0.8 に設定されました。また、高額医療費の共同負担の実施をする

ことにより「納付金ベースの統一」が行われております。 

 お戻りいただき表の上段、令和７年度の国民健康保険事業に係る予算案、予

算見積額は、325 億 436 万３千円、前年度より 11 億 124 万５千円の減です。財

源として国支出金が２千円、県支出金が 216 億 6,790 万５千円、保険料等のそ

の他が 75 億 4,212 万円となっております。基金からの繰入れを除いた一般会

計からの繰入金は 31 億 9,433 万５千円で前年度より 3,793 万６千円の減とな

っております。 

 歳入より主なものを説明いたします。 

１款国民健康保険料は、予算見積額 74 億 7,451 万７千円で前年度より１億

989 万９千円の減となりました。保険料は国民健康保険事業費納付金を収める

財源となるもので、国民健康保険事業費納付金が減となったことで減額となっ

ております。 

５款県支出金は、予算見積額 216 億 6,790 万５千円で前年度より７億 5,227

万９千円の減となりました。医療費等の保険給付費の財源となる普通交付金は、

歳出側の保険給付費が減となったことで減額となっております。 



７款繰入金は、予算見積額 32 億 9,433 万５千円で前年度より２億 3,793 万

６千円の減となりました。また、保険料の増加抑制を目的に国民健康保険財政

調整基金を１億円予算計上しております。 

 続きまして歳出について主なものを説明いたします。 

１款総務費は、予算見積額７億 3,272 万３千円で前年度より 5,811 万７千円

の増となりました。人件費及びシステム標準化の対応に係る費用が増額となっ

たことが主な要因となります。 

２款保険給付費は、予算見積額 215 億 2,708 万９千円で前年度より７億 1,395

万５千円の減となりました。療養給付費は１人当たりの見込みは増加しており

ますが、被保険者が減少しておりますので減額の見込みとなりました。 

３款国民健康保険事業費納付金は、予算見積額 98 億 2784 万１千円で前年度

より４億 1,148 万６千円の減となりました。これは県からの提示額が減となっ

たため減額となっております。詳細は、後程「令和７年度国民健康保険事業費

納付金等」にて説明させていただきます。 

令和７年度予算の概要については以上です。予算案につきましては、今後、

３月議会に上程し審議の予定となっております。 

おめくりいただきまして２ページをお願いします。 

２令和７年度国民健康保険事業費納付金等についてです。 

保険料算定の基となります国民健康保険事業費納付金について説明します。 

（１）納付金と保険料の関係です。県が算定した国民健康保険事業費納付金を

支払うため市は保険料率を決定し、賦課・徴収を行います。納付金は医療分・

後期高齢者支援金等分・介護納付金分の３本立てとなっております。 

（２）市町村ごとの納付金額及び保険料の算定の考え方です。 

 医療分について、表にそってⓐより説明いたします。ⓐ 被保険者数や医療

費などの推計をもとに県全体の保険給付費を県が推計します。ⓑ ⓐの額から

国・県が負担する公費等を控除して市町村に割り振る県全体の納付金を県が算

定します。ⓒ ⓑの額を市町村ごとの被保険者数及び所得総額の県全体に占め

る割合により按分して各市町村の納付金を県が算定します。ⓓ 市はⓒにより

決定した納付金に保健事業費等の保険料で賄う費用を加算し、市町村に直接交

付される交付金等の費用を控除して市町村ごとの保険料必要額を算定します。 

つづきまして３ページをお願いします。 

（３）納付金算定結果について説明いたします。上段の表をお願いします。 

（２）のⓐⓑの手順で算定した結果令和７年度に県全体で必要な納付金は、後

期高齢者支援金等分と介護納付金分を含め 1,981 億円で前年度と比較し 73 億

円の減となりました。また、被保険者 1 人当たりの納付金額は 169,090 円で前

年度と比較し 2,160 円の増加で伸び率は 101.29％となりました。 

愛知県全体の納付金算定段階で被保険者数の減少により納付金総額は減少し

ましたが、国庫負担金等の交付が減少しているため、一人当たりの納付金額は



増額しています。県は納付金を算定する過程で、納付金の引下げに活用可能な

決算剰余金を活用し増加を抑制しましたが、一人当たりの納付金額は増額とな

っております。 

続きまして下段の表です。（２）ⓒの手順で算定した結果、本市の国民健康保

険事業費納付金は、後期高齢者支援金等分と介護納付金分を含め 98 億 2,784 万

１千円で前年度と比較し４億 1,148 万６千円の減となりました。また、被保険

者１人当たりの納付金額は 168,539 円で前年度と比較して 3,111 円の増加で伸

び率は 101.88％となりました。 

本市におきましても、令和７年度の納付金算定から「納付金ベースの県内統

一」を一部反映したことによる影響などもあり、一人当たりの納付金額は増額

となっております。説明は以上です。 

 

 （議長） 

  説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問はございませんか。 

 

（委員） 

 １人当たりの払う保険料が減るというふうにありますが、結局１人当たり 

168,539 円になると思いますが、納付金額は減るけど１人当たりの金額が増え 

るというのは、被保険者数以外に何か影響があるのか確認させてください。 

 

 （事務局） 

  １人当たりの納付金額は増額になっております。それを以て 1 人当たりの保 

険料の見込みを、すべての被保険者が対象となる医療分と後期分について、今

の予算ベースの賦課総額を被保険者で割り戻すと令和６年度は 135,255 円で、

令和７年度は 139,930 円となり伸び率は 103.5％と見込んでいます。 

 

 （委員） 

  医療分と後期分だけで見ると 103％の伸び率ということは、未確定な部分が 

ありながらも、現状は伸び率が 101.88％ですけど、それ以上に上がる可能性が

あったということですか。 

 

 （事務局） 

  あくまでも 101.88％の伸び率というのは県から提示された納付金の総額を

県がコーホート法で出した被保険者数で割り返した数字になっています。 

  実際の賦課総額というものは、２ページで説明をさせていただいております

が、納付金の金額を県から提示された後に保険料で賄うものや、県から入って

くる交付金などを差引きして計算します。それを割り返しますので、計算自体



が違うものになります。 

 

 （委員） 

  １ページ歳入の県支出金が 752,279 千円減額となっていますが、その内訳を

教えてください。 

 

 （事務局） 

  内訳は１ページの右側に普通交付金と特別交付金それぞれの記載をさせてい

ただいておりますが、普通交付金が 707,649 千円、特別交付金が 44,630 千円

の減額となっています。 

 

 （委員） 

  減となった理由は。 

 

 （事務局） 

  県支出金が減額になった主な要因としましては、歳出側の保険給付費の減に

よるものです。 

 

 （委員） 

  保険給付費が減となった理由はなんでしょうか。 

 

 （事務局） 

  一人当たりの見込みは増額しておりますが、被保険者数が減少の見込みです

ので、全体としては減額となっております。 

 

 （委員） 

  繰入金が減になっていますが、これは岡崎市でコントロールできる部分かな

と思いますが、これが減った要因を教えてください。 

 

 （事務局） 

繰入金が減った主な理由につきましては、主な内容にも記載がありますが、 

 基金繰入金を昨年度は３億円、７年度は１億円の計上しておりますので、その 

 関係で２億円の減が出ております。 

 

（委員） 

  ３億円から１億円に減った原因をお伺いしたいです。 



 （事務局） 

  基金の繰入については、保険料の一人当たり伸び率が急激にならないように 

 投入させていただいております。今回は１億円を入れることによって 103.5％ 

程度の伸び率の見込みとなっております。県の方も緩やかに上昇していくのが

３％は適当と話はありましたので、１億円いれて 103.5％の伸び率で計上をさ

せていただいております。基金残高のこともあり、令和７年度だけではなく、

それ以降の急激な上昇に備えて使っていきたいと思っておりますので、１億円

の計上となっております。 

 

（委員） 

  緩やかな保険料の額になるんですけど、この金額を例えば３ページの 3,111

円かける被保険者数で大体 140,000 千円ぐらいかなと思いますが、去年と同じ

くらい基金を入れたら保険料としては上がらずに済んだということですか。要

は財政状況もあるとは思いますが、3,000 円かける 58,000 人とすると 17,000

千円ぐらいだから、170,000 千円投入できていれば保険料は上がらなかったと

いうことでよろしいですか。 

 

 （事務局） 

  委員がおっしゃってみえる 3,111 円というのは、あくまでも納付金の算定結

果を被保険者数で割り返したものであるので、こちらは先ほど申し上げた保険

料とは違います。 

 

 （委員） 

  ６年度と同じ水準にするためには、どれくらいの基金を投入したらいいです

か。 

 

 （事務局） 

  あくまでも今回は予算としてどれくらいの額だということで、実際の保険料

率につきましては被保険者の数等が違いますので、いくら投入したら昨年度と

同じ数字になるかということは今の時点でお話することはできません。また先

ほども担当が申し上げました通り、納付金につきましては県としても毎年平均

103％程度上昇してくるんですが、それに加えて医療費係数といって、岡崎市は

よその市町村よりも医療費が少ないので今までは納付金に対して割引をして

もらっていたのが、５年間で他の市町村と差がなくなる納付金ベースの統一と

いうことをやります。７年度については６年度の納付金に先ほどお話した割引

していたのが 0.2 少なくなったので、要はその分だけ上乗せさせて納付金を徴



収される形になります。これが残り４年間は続くので、保険料としては一人当

たりの納付金を県が上げていくものに加えて医療費係数の分が足されていく

というところで慎重に基金を使用していきたいと考えております。 

 

 （委員） 

  保険事業費として前年度比 27,371 千円下がっていますが、これは特定健康

診査・特定保健指導等の実施費用とありますが、これは何か縮小とかなくすこ

とがあったりするのかお知らせください。 

 

 （事務局） 

  令和７年度の特定健康診査・特定保健指導に対しては実施計画としては例年

通り行っていくと計画をしております。金額が減る見込みというのは、被保険

者数の減が一番大きいと思っております。 

 

 （議長） 

  他に御質問はございますか。 

 

 （委員） 

  岡崎市の納付金が一人当たり 168,539 円ですが、相対的にみて、この納付金

額というのは愛知県の中で多い方なのか、それは分からないことですか。 

 

 （事務局） 

  どこの市が高くてどこの市が低いということは申し上げることはできません

が、課長の方から話がありましたように岡崎市は医療費係数が他の市町村より

も低いので、そういった意味では今回 0.2 引き上げられているので負担増には

なっておりますが、低い方になります。 

 

 （委員） 

  先ほどの繰入金のところで基金から繰入れていることですが、基金の残高が

どのくらいかと、理想と考えている残高を教えていただければと思います。 

 

 （事務局） 

  令和６年度末における基金の保有額については９億円程度となる見込みであ

ります。特に十分であるかについては、今後の県からの納付金の提示額がどの

ようになっていくかもまだ見込みが立たない状態ですので、限りあるこの基金

をどのように使っていくということが今後課題かなと思っておりますので、特



にこの金額が適正というものはないです。 

 

 （委員） 

  これまでは基金はどちらかというと取り崩す金額が多くて、だんだん目減り

しているように感じるんですけど、今回の積み立てとしては利子収入だけです

けど、今後この積立てる計画予定みたいなものは考えられているんでしょうか。 

 

 （事務局） 

  １回目の運協の時に決算の概要についてお話をさせていただいておりますが、 

 決算までは何とも言えませんが、決算剰余金の部分については翌年度に繰越す

というよりも基金に積んで、こういったものに備えたいと考えております。 

 

 （委員） 

  １ページ目の表の一番上に財源の内容が書かれていますが、右端に一般会計

繰入が 30 数億とあります。本来これは国民健康保険の保険事業としての会計

なので、一般会計からの繰入に依存するという、財源構造そのものが本来的で

はなくて、他の市町村でも一般会計からの繰入は減らしていくという方針で動

いているはずなんですが、岡崎市としては一般会計からの繰入をどうなくして

いくのか、どういう方針で今後進めていかれるのかという辺りを少し解説いた

だければと思います。 

 

 （事務局） 

  予算の性質上、このように一般会計からの繰入金という形で計上はさせてい

ただいております。その中で特に言われるのが法定外繰入のことかと思います

が、いわゆる赤字とみなされる決算補填目的については、御存じのとおり県と

しても計画的に赤字を解消していくように言われております。こちらにつきま

しては、予算上は確かに赤字とみなされる予算を計上しておりますが、決算の

際は一般会計からの決算補填目的の繰入をここ何年としていない状況です。収

納率を上げたり、当初予算ではどうしても見込みきれない歳入、交付金を獲得

していくなど努力をして今後も赤字にならないようにしていきたいと思って

おります。 

 

 （議長） 

 他に質問はありますでしょうか。 

 

 



 （委員） 

  納付金についてお伺いしますが、岡崎市は医療費が抑えられているという観

点で納付金も少し考慮してもらっていたという流れがあるというのは以前も

お聞かせいただいたところです。それがあまり差というのか、どんどん縮めて

いくというのは分からなくはないですが、県で支えていくものという考え方に

たてばそういうことだろうと思いますが、岡崎市民からするとそんなに医療費

使っていないのにものすごく医療費が発生しているところの負担を一緒にさ

せられている感は否めないところではあるかなと思います。５年間で縮小して

いくという形で、どこの市町村ももう同じになるということですが、その５年

間は何年から何年まででしたでしょうか。あと、今後の見通しを教えてくださ

い。 

 

 （事務局） 

  納付金ベースの統一は令和７年度から令和 11 年度の５年間となっておりま

す。それ以降につきましては完全統一に向けて県の部会に各担当が出席して意

見等を言う機会はありますので、そちらで情報を得ていく形にはなります。 

 

 （委員） 

  どこの市町村も高齢化に向かっているのは間違いないので、逆に岡崎市がど

こかに支えられるような形になるかもしれないと思うと、今負担をしている感

が否めないなと思いはあるにしても、という思いは持っています。ただ、国民

健康保険加入者にとっては年々上がっていく中で、「また上がっているね」「こ

んなにもたくさん払わなきゃいけないんだね」という声をよく耳にします。私

自身もこんなに納めなきゃいけないなというところがあるので、納付金などの

色々なことがあって最終的な私たちの保険料に繋がっていくことを考えると、

なかなか辛いとこだなと思っています。国であり県であり、全体で支えていく

というものであることは認識しているので致し方ないのかなという思いも持

っています。 

  

 （議長） 

  他にありますでしょうか。 

 

 （委員） 

  交付金が上がっていけば保険料が下がってくる話がありましたが、今後交付

金を上げるにあたっての具体的な施策を教えてください。 

 



 （事務局） 

  交付金の中に保険者努力支援制度というものがありますが、こういった交付

金について確実に点数を伸ばしていく中で、岡崎市は県の中でも１、２位にな

る獲得点数です。県の努力支援ですと県全体の予算額もあるので実際に割り振

られる額は分からない部分もありますが、先ほど少し繰入金のことに触れまし

たが、赤字解消が大きいので、赤字をなくすことで県に入ってくる交付金が増

えると県全体の納付金が減るのでそういった努力はしていこうと思います。ま

た、毎年指標も変わってきますので必ず確認をして、とれるようにしていきま

す。 

 

 （議長） 

  他に、御質問はございませんでしょうか。 

次に議題２に移ります。議題２は「岡崎市国民健康保険条例の一部改正につ

いて（報告）」です。事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

国民健康保険条例の一部改正について、資料の４ページをご覧ください。 

主な改正２点について順次説明させていただきます。 

１国民健康保険料の賦課限度額の引き上げについて説明いたします。（１）改 

正内容です。限度額の引き上げについては、高所得者層にも応分の負担を求め

ることで、負担感が重い中間所得者層の負担上昇をできる限り緩和する考えに

より、段階的に限度額を引き上げる運用上のルールが平成 27 年度から設けら

れており、今回は医療分を 65 万円から 66 万円に、後期高齢者支援金分を 24 万

円から 26 万円に引き上げます。介護分は、そのまま据え置き変更はございませ

ん。今回の改正で、医療分、後期分、介護分の最高限度額の合計は 106 万円か

ら 109 万円となります。 

（２）改正の影響です。令和６年 12 月末時点の被保険者と所得状況により試 

算しますと、医療分では引き上げ前は 854 世帯が限度額を超えると試算しまし

たが、限度額引き上げ後は 830 世帯が限度額を超えるという試算が出ておりま

す。同様に後期分では、引き上げ前は、853 世帯が限度額を超えると試算しま

したが、限度額引き上げ後は、731 世帯が限度額を超えるという試算が出てお

ります。 

つづきまして２ 低所得者に係る国民健康保険料の軽減の拡充について説 

明いたします。資料の５ページをご覧ください。 

（１）改正内容です。国民健康保険では、低所得者の軽減措置として、所得 

に応じて均等割・平等割を７割、５割、２割軽減する仕組みがあります。軽減



基準額については、物価上昇の影響で軽減を受けている世帯の範囲が相対的に

縮小しないよう、経済動向等を踏まえて見直す慣例があり、見直し幅について

は政府が消費者物価などを総合的に勘案して決定するもので今回の見直しに

より、２割軽減及び５割軽減に対して、軽減対象の所得基準を引き上げます。 

国民健康保険に加入している被保険者等の人数に乗じる額を２割軽減世帯は 1. 

5 万円引き上げ、５割軽減世帯は１万円引き上げます。 

（２）改正の影響です。２割軽減の拡大によりまして、軽減対象者の範囲が 

拡がります。５割軽減の拡大につきましては、今まで２割軽減であった世帯が

基準を満たせば、５割軽減になり、軽減額が増加します。 

影響を、令和６年 12 月末時点の被保険者と所得状況にて試算いたしました。 

引き上げの影響につきましては、全体で 480 世帯が影響を受けます。内訳とし 

ては２割軽減から新たに５割軽減になる世帯が 181 世帯、軽減対象でなかった 

世帯で新たに２割軽減になる世帯が 299 世帯です。 

６ページ以降は、限度額の引き上げ及び軽減の拡充についてモデルケースで

試算した資料になります。 

以上の２つの改正につきましては、いずれも国の制度改正に併せて行うもの 

となります。説明は、以上でございます。 

 

（議長） 

  説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問はありますでしょう

か。 

  御質問がないようですので、議題３に移ります。議題３は「保険料の収納対

策について（報告）」です。事務局から説明願います。 

  

 （事務局） 

  保険料の収納対策について、資料をご覧ください。 

第７次岡崎市国民健康保険料収納対策緊急プランについて説明させていた

だきます。岡崎市では、平成 18 年から国民健康保険料の収納率向上と滞納額削

減に取り組んできました。これまで６回の緊急プランで、収納率は大幅に向上

し、滞納額も減少しました。令和５年度には、現年度収納率が 94.51%、滞納繰

越額が 13.9 億円と、目標達成と言える成果が出ています。しかしながら、高齢

化や医療費の高騰、加入者数の減少など、国保を取り巻く環境は厳しさを増し

ており、安定した財政運営と被保険者の公平性を確保するためには、更なる収

納対策が不可欠です。そこで、令和７年度から３年間、第７次岡崎市国民健康

保険料収納対策緊急プランを実行し、更なる収納率向上と滞納額削減を目指し

ます。 



次ページをご覧ください。第１ 第６次岡崎市国民健康保険料収納対策緊急

プランの成果と課題について、説明いたします。 

１結果について、先にお伝えしたとおり、目標達成と言える成果が出ていま

す。次に、２課題です。表の「⑴滞納者数の推移」のとおり、全体の滞納者数

は減少しているものの、現年分のみの滞納者数は横ばい状態となっています。 

また、表の「⑵保険料納付形態状況」及び「⑶口座振替率」から、収納率の高

い口座振替の加入状況も横ばい状態となっています。次ページをご覧ください。

第２ 第７次岡崎市国民健康保険料収納対策緊急プランについて、説明いたし

ます。 

第７次プランの重点目標は 3 つです。１の現年度収納率の向上（最重点目標）

です。 令和９年度までに、現年度収納率を 94.90%まで向上させることを目標

とします。２の口座振替率の向上です。令和９年度までに、口座振替率を 69.

0%まで向上させることを目標とします。３の滞納繰越額の削減です。令和９年

度までに、滞納繰越額を 9.0 億円まで削減することを目標とします。 

次ページをご覧ください。目標達成のために、以下の取組みを進めます。 

1 滞納の未然防止としまして、口座振替登録を積極的に勧奨します。 

納付手段を多様化し、コンビニ、クレジット、スマートフォン決済アプリなど

を活用できるようにします。 

２ 納付相談機会の確保としまして、滞納者への早期対応として、コールセン

ターや収納員による訪問、夜間・休日相談窓口などを活用し、早期納付を促し

ます。給付申請時などに納付状況を確認し、滞納が判明した場合は納付相談を

行い、未納保険料への充当を指導します。 

３ 資格賦課の適正化としまして、オンライン資格確認システムを活用し、資

格重複者を早期に把握し、資格喪失届が未提出である世帯に対しては、喪失手

続勧奨通知を発送します。居所不明者の調査を実施し、必要に応じて住民票の

職権消除を依頼します。擬制世帯に対しては、被扶養者となり得る者を抽出し、

勧奨通知を送付します。所得未申告者に対しては、電話や文書による勧奨を実

施します。減免制度の周知を徹底します。 

４ 厳正かつ速やかな滞納処分としまして、早期に財産調査を行い、納付資力

がある場合は差押を執行します。納付資力がない場合は執行停止します。預貯

金照会業務の電子化を推進し、事務の迅速化を図ります。 

  ５ 職員の人材育成としまして、徴収職員研修会に積極的に参加します。 

６ その他としまして、生活困窮者に対しては、生活困窮者担当課へ相談勧奨

を行います。多重債務者に対しては、債務整理無料相談会を開催します。 

これらの取組みを通じて、国民健康保険料の安定的な収入確保を目指し、持

続可能な医療保険制度の維持に努めてまいります。説明は以上です。 



 （議長） 

  説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問はありますでしょう

か。 

 

 （委員） 

  （２）納付相談機会の確保というところで、滞納者へは早期に対応する、こ

れは本当に大事なことかなと思います。私のところへ相談に来る人も、もう５

年も６年もため込んで、それで初めて「もう払えない」「督促がきた」「差し押

さえがきたらどうしよう」ということになって相談に来る人が多いんですね。 

 ですので、この早期の対応という点で言いますと、この収納員による訪問はど

れくらいの時期にどれくらいためた時点で行かれているのか、そこで実際に会

えるのか、督促状を送ってくれていますのが見ていない方も非常に多いので、

その辺を今後どうしていったらいいのかを考えておられるのかをお聞かせく

ださい。 

 

 （事務局） 

  １点目の収納員の訪問時期やお会いできる割合につきまして、時期としては

納期限後の１か月後くらいから行くようにしています。お会いできる割合につ

きましては、日中仕事をされている方も多くいらっしゃいますので、割合を手

元に持っていませんが、半分がお会いできていない状況。半分以下と思ってい

ただければと思います。 

  督促状や催告書の通知につきましては、督促状に関しましては法律行為で発

送時期が決まっておりまして、納期限の翌月には発送しております。催告書に

つきましては適宜発送という形になりまして、現年度収納分につきましては督

促状を出した後に納付がない方に関しましてはお出しするようにしておりま

す。 

 

 （委員） 

  書類を送ることに関しては、見ないということは本人の問題なのでこれをど

うかしようというのは難しいことかなと思いますが、収納員の方が半分くらい

しか会えていないということですけど、会えなかったところには時間を置いて

また行ったりとか何回も訪問したりだとか、そういう形で追っていくものです

か。 

 

 （事務局） 

  お会いできない方に関しましては、一度で終わるということはございません。



必要に応じで訪問した際に手紙等を投函する場合もございますので、なるべく

接触するようには努めております。 

 

 （議長） 

  他に御質問はありますでしょうか。 

 

 （委員） 

  以前から未納者の方の保険料徴収に尽力いただいているのは重々承知の上で

すが、この収納員の方は、今岡崎市で何名いらっしゃるんでしょうか。 

 

 （事務局） 

  ６年度は５名の収納員で取り組んでおります。 

 

 （委員） 

  滞納者数の推移を見ると、５名で対応がどこまでできているのかなと、すご

い負担になるかなと想像します。それ以上増やすことも結構大変なことだとも

想像はしています。この夜間窓口を開設するのは、もう今開設していらっしゃ

るのでしょうか。私が思うに、未納者の方が納付していただくために本当に尽

力してくださっていて、いろんな案を出しながらやっていただけていることは

重々承知ですが、費用対効果っていかがなものでしょうか。郵便料金も値上が

りしましたよね。それで郵送するわけですよ、何度も督促状なり送って。何も

しないと逆に批判されてしまいますから、いろんなことをやってくださってい

るのは分かりますが、そのやっていることに対しての収納率というのは、費用

対効果はいかがなものなんですかね。保険料が高額なので、納めていただけれ

ば当然それくらい使っても得るものは大きいという感じになるのかなとは思

いますが、その辺りをどうお考えですか。 

 

 （事務局） 

  少ない人数ではありますができる限りさせていただいております。 

  御質問の費用対効果につきまして、収納対策が先ほどご説明させていただい

た通り多岐にわたるものとなりまして、そういった一つ一つの積み重ねによっ

て成果が得られるものですので、単純に費用対効果を測ることは難しいものと

なっております。愛知県の国民健康保険運営方針や物価上昇もそうですけど、

現状を常に分析しまして効率的な施策を検討して行っております。 

 

 



 （委員） 

  ちょっと難しいのかなとは思っています。 

  未納者の方にも保険証は交付されていますね。当然これは国民の命に係わる

という観点もあると思いますが、未納者の方の保険証は見ただけでは分からな

いですか。未納者の方も全く医療機関にかからないということはないと思って

いますが、市として未納者の方がどれくらい医療機関にかかっていらっしゃる

かの把握は多分難しそうですが、すごく大事なことじゃないかなと思います。

皆さんが負担している保険料で賄っていっているのは国民の義務でもありま

すが、１円も負担しないで医療機関だけかかって、それで同じだけの医療費し

か払っていないというところに本来ならばそこはきちんと把握しておくべき

ことではないかなと感じております。かなり難しいというか、そういうふうに

動いてみえないじゃないかなと思いますが、その辺りをどうお考えかをお聞か

せください。 

 

 （事務局） 

  滞納者の方がどれくらいの医療費を使われているかについては把握しており

ません。医療制度となりますので、御気分を害されるのも分かりますけれども

やはり命に係わることですので医療については受けていただくことを考えて

おります。私たちとしましては、保険料の収納がこの保険医療制度を支えてい

るものと思っておりますので、収納対策は引き続きしっかり行って、保険事業

の運営に寄与できることを目指して取り組んでおることになります。 

 

 （委員） 

  大変ご苦労なさっているということは分かっているつもりではあります。た

だ国民健康保険を維持していくためには一人ひとりの負担というのはやむを

得ないんですけど、逃げ得みたいな形になる方がいないことを願うばかりでし

て、みんなで支えるものだという観点に立っていただきたいなと思います。先

ほど収納員の方が伺っても半分くらいの方は仕事等で留守にしていらっしゃ

るということをおっしゃっていたので、ということは収入がおありなんだろう

と思うので、そこの部分が上手に納付に繋がっていくといいなと考えます。今

後もお知恵を駆使しながら、いろいろ御尽力いただければと思います。 

 

 （議長） 

  他に御質問はありますでしょうか。 

 

 



 （委員） 

  口座振替における収納率向上についてお伺いします。３ページ（２）保険料

納付形態状況を拝見いたしますと、口座振替の収納率は 98.41％から 97.92％

に低下をしております。逆に自主納付、これは納付書によるものと理解をして

おりますが、こちらは 85.06％が 89.15％へと大きく上昇しているわけでござ

います。確かに口座振替と自主納付の間には 10 ポイントほどの差がありまし

て口座振替が有効と思われますが、口座振替の収納率を右肩上がりにしていく

ことが保険料の収納対策に繋がると考えます。そこでお伺いします。意識啓発

や周知・広報等、口座振替の方に対する収納対策は何かお考えでしょうか。 

 

 （事務局） 

  すでに口座振替の方に対しての何等かの施策・取組みについては、改めて御

説明できるものが特にございません。基本的に口座振替が 100％でないという

のは、お客様都合で残高不足や口座を変えられたりという事情がございます。

口座振替ができなった場合等に関しては、できませんでしたというお手紙をお

送りしております。そういったもので改善していけばいいと思います。 

 

 （議長） 

  他に御質問はございませんか。 

 

 （委員） 

  ２ページの滞納者数の推移ですが、現年分のみの世帯が横ばいだとおっしゃ

っていましたが、滞納者の方の現年分の滞納理由というかその原因が何か分か

っているのか、もし分かっていれば教えていだたければと思います。 

 

 （事務局） 

  現年問わず滞納者の滞納理由は人それぞれにはなってしまいますが、先ほど

施策の中でもご説明をさせていただきましたが、生活困窮者や多重債務者みた

いな方もいらっしゃいますし、単に忘れていらっしゃる方、そういった方もい

らっしゃいます。現年分に特化はできませんが、滞納者としましては人それぞ

れとなります。 

 

 （委員） 

  理由はもちろん人それぞれだと思うんですが、現年分のみ横ばいなので、そ

れを解決するためにどこに重点を置かれるのか聞きたかったので聞かせても

らいました。債務超過や生活困窮している人は繋がって対応していければいい



なと思いますが、忘れていて滞納している人に対しては、100％収納してもらっ

ているのか、忘れる人をどうやって結びつけるのか何か対策はありますか。 

 

 （事務局） 

  現年分のみの早期滞納者の方々に対しましては、先ほどの督促状や催告書と

いった文書での通知もそうですし、収納員とコールセンターからの電話等もま

ずは接触を試みるようにさせていただいております。また、今回目標値として

新たに定めました口座振替は払い忘れを防止する対策としては有効となりま

すので、次期プランから口座振替率を目標と定めております。 

 

 （議長） 

  他に御質問はありますでしょうか。 

  本日の議題はすべて終了しました。本日は、御多忙の中、岡崎市国民健康保

険運営協議会の議事につきまして、慎重に御審議を賜わり、誠にありがとうご

ざいました。以上をもちまして、「令和６年度 第３回岡崎市国民健康保険運営

協議会」を閉会いたします。 

 

 

６ 閉会の日時 

  令和７年２月６日(木) 14 時 50 分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 令和７年  月  日 

 

岡崎市国民健康保険運営協議会  会長                   

 

 

                委員                   

 

 

                委員                   

 


































